
風俗営業等の承認通知書等の様式及び検定を受けた型式に属する遊技機等の検

査を行う警察職員の指定等に関する内規

平成７年７月１７日

公安委員会内規第１号

（趣旨）

第１条 この内規は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号。以下「法」という ）の規定に基づく業務を適正。

に実施するため、風俗営業等に係る承認通知書等の様式に関し必要な事項を

定めるとともに、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和６０年

国家公安委員会規則第４号。以下「遊技機規則」という ）第１１条第２項。

第５号の規定により検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件について

検査を行う警察職員の指定その他の事項に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（不許可等の通知）

第２条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則（昭和６

０年国家公安委員会規則第１号。以下「施行規則」という ）第１１条（施。

行規則第２６条第３項、施行規則第７９条及び施行規則第９４条第３項にお

いて準用する場合を含む ）に規定する理由を付した書面は、法第３条第１。

項又は法第３１条の２２の許可をしないときにあっては不許可通知書（別記

第１号様式 、法第１０条の２第１項（法第３１条の２３において準用する）

場合を含む ）の認定をしないときにあっては不認定通知書（別記第２号様。

式）によるものとする。

（相続等の承認の通知）

第３条 施行規則第１６条第１項（施行規則第２２条、施行規則第８４条及び

施行規則第９０条において準用する場合を含む ）に規定する通知は、法第。

７条第１項又は法第９条第１項（法第２０条第１０項及び法第３１条の２３

。） （ 「 」において準用する場合を含む の承認 以下次条において 相続等の承認

という ）をしたときにあっては承認通知書（別記第３号様式 、法第７条。 ）

の２第１項（法第３１条の２３において準用する場合を含む ）の承認（以。

下次条において「合併の承認」という ）をしたときにあっては合併承認通。

知書（別記第４号様式 、法第７条の３第１項（法第３１条の２３において）

準用する場合を含む ）の承認（以下次条において「分割の承認」という ）。 。

をしたときにあっては分割承認通知書（別記第５号様式）により行うものと

する。

（相続等の不承認の通知）

第４条 施行規則第１６条第２項（施行規則第２２条、施行規則第８４条及び

施行規則第９０条において準用する場合を含む ）に規定する理由を付した。

書面は、相続等の承認をしないときにあっては不承認通知書（別記第６号様



式 、合併の承認をしないときにあっては合併不承認通知書（別記第７号様）

式 、分割の承認をしないときにあっては分割不承認通知書（別記第８号様）

式）によるものとする。

（管理者の解任等の勧告）

第５条 施行規則第１１２条に規定する理由を記載した書面は、法第２４条第

５項（法第３１条の２３において準用する場合を含む ）の勧告をするとき。

にあっては管理者解任勧告書（別記第９号様式 、法第３１条の９第２項の）

勧告をするときにあっては勧告書（別記第１０号様式）によるものとする。

（検査を行う警察職員）

第６条 公安委員会は、遊技機規則第１１条第２項第５号の規定による検査を

することができる警察職員を指定したときは、遊技機規則第１１条第５項の

証明書を交付するものとする。

（証明書の管理）

第７条 生活安全部生活安全企画課長は、帳簿を備え、証明書の交付及び返納

について管理するものとする。


